
署名を始める前に必ずお読みください！！

＊署名を集められる期間は 1月6日から3月6日までです！ 期間を守らないと無効になります。

（衆議院が解散した場合、解散の翌日から投票日まで、署名集めはできません。その分、投票日以降に延長されます）

＊署名できる人は、あなたと同じ市町村の有権者（同市町村に3ヵ月以上住んでいる、3月1日時点で18歳以上の、日本国籍の方）に限ります。

＊署名は、日付順に、上から行を空けずに、消せないペンで書いてください。

＊自分でコピーした署名簿は無効になります。署名欄が不足する場合は、事務局へご連絡ください。

＊代筆は「心身の故障等で自書できない場合」に限られます（違反すると処罰の対象となります）。

またその場合も、請求代表者や受任者は代筆できません。第三者が代筆をした場合、「備考」欄にその理由を記載してください。

＊4面の茨城県条例制定請求署名収集委任状の記入をしてください。

この署名簿を受け取った方は、署名の協力者（受任者）として、「委任状」への記入が必要です。

受け取った方の①住所・②氏名・③生年月日・④性別・⑤委任日（受け取った日付）を各自で記入してください。

（複数枚の署名簿を使用する場合、⑤の委任日は最初に受け取った日付と同じ日付を記入してください。）

署名マニュアル・おもて ※この署名には、法に定められたルールがあります。

Ⅰ．まず確認を！
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Ⅱ．次に「委任状」の記入を！



署名に必要な５点！ ➀署名年月日 ②住所 ③氏名 ④生年月日 ⑤押印

いばらき原発県民投票の会・事務局 080-2261-4980，070-2636-3606

＊まずはご自身の署名を。「委任状」の記入だけでは署名になりません。

①署名年月日：

上から順番に（日付が前後しないように）。

署名が「委任状」の委任日より前になると無効。

②住所・③氏名・④生年月日：

住民票のとおりに記入。

ただし、「６丁目１番地８号サンテ２０１号室」

→「６－１－８－２０１」で可。

マンション名は省略可能。ただし部屋番号は必要。

生年月日は、和暦でも西暦でも可。

「明・大・昭・平・西暦」のいずれかを○で囲む。

⑤押印：

印鑑がない場合は拇印でも可（サインは不可）。

同一家族は、同じ印鑑でも可。

家族でも「一人ひとりが直筆で」書いてください！

署名マニュアル・うら

Ⅲ．いよいよ「署名」です！

＊間違った場合：
２～３文字なら２本線で訂正し訂正印を押す。
大きく間違った場合は次の欄に書き直す。

＊左端は何も書かない（選挙管理委員会が使用）。
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